
 

課税標準の特例を受ける償却資産について 

 

地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が

軽減されます（下表参照）。新たに特例適用資産を取得された場合は、「固定資産税（償却資産）課税標準特

例該当資産申告書」に必要事項を記載のうえ、下表の添付書類等を添付して提出してください。 

 「固定資産税（償却資産）課税標準特例該当資産申告書」は、この案内の次頁に添付されているほか、税

務課資産税係でも用意しています。 

 法令等の改正により、該当する資産等が頻繁に変更されていますので、ご注意ください。この表に記載さ

れている以外の特例対象資産についてなど、詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 



 

 


